
○基本的視点の再チェック

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費
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  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

スポーツ合宿誘致補助金
開　始

平成２１年度
年　度

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 自己資金 計
市

団体等

の状況
市内でスポーツ合宿を行う団体

　　課税事業者
　　免税事業者

　市内でスポーツ合宿を行う団体に対し，合宿に要する経費の一部を補助する。
　（延べ宿泊人数１人あたり２千円を補助し，限度額は１００千円）
　※延べ宿泊人数＝合宿参加人数×宿泊日数

入
R6

(決算)

その他

収
R3

(決算)

777

[777]

団　体　名

助成の根拠規定等
函館市補助金等交付規則，函館市スポーツ振興事業取扱要綱

(条例・規則・要綱等)

内　　容

R5
(決算)

R4
(決算) [225] [848] [1,073]

1,307

5,551

[5,551]

R7
(予算)

[3,849] [18,047] [21,896]

0 [2,996][2,996]

0

支
R3

(決算)

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

負担金等

[5,551]

5,551

R4
(決算)

R5
(決算)

1,073

[1,073]

[2,996]

21,896

[21,896] [21,896]

2,996

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

スポーツ合宿誘致補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

R7
(予算)

出
R6

(決算)

[2,996]

自治体が補助だけに依存せず，受け入れ体
制の充実や受入団体との連携強化など，自
主的な取り組みが行われている。

４
有効性（他の手法ではなく補助す
ることが，施策目的実現に最適
か）

直接的な経済波及効果を狙うためには，金銭的な
インセンティブ（補助）が最も効果的な手法であ
り，短期間で成果を上げやすい。他の手法（例え
ばPRや広報のみ）では誘致に限界がある。

１

公益性
（明確な公益性があるか）

スポーツ合宿の誘致は，地域経済（宿泊・
飲食・交通など）の活性化に寄与し，結果
として市民の雇用・所得の向上や地域の活
気につながる。また，トップアスリートや
チームとの交流イベントが実現すれば，市
民のスポーツへの関心や健康意識向上にも
つながり，生活の質が向上する可能性があ
る。

２
必要性（補助しなければならない
事業であるか）

競合自治体との誘致合戦がある中で，補助がなけ
れば函館が選ばれない可能性がある。交通費負担
などのハンデを補う意味でも，補助は現実的に必
要。

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

　②市民ニーズが高い事業

☑

□☑

□

☑

☑ □

□☑

□

☑ □

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか □

□

□

２ 補助金等の使途は適切である

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内
である

５ 前年度繰越金は生じていないか

□

□

□

□

[9,177] [9,177]

9,177

5,551

[5,551]

3,849 21,896

計

2,996 2,996

[1,073]

9,177

18,047

1,073

３
自主性（自主自立に向け努力して
いるか）

9,177

[1,307] [7,870] [9,177]

　函館市におけるスポーツ合宿の誘致を推進し，もって本市のスポーツ振興を図る
ため，函館市スポーツ振興事業の一つとして，スポーツ合宿誘致推進事業を実施し
ている。

　合宿団体と市内の競技団体等との交流試合や講習会等の交流事業が行われ，地域
スポーツの振興・発展および競技力の向上が図られるほか，合宿団体が市内の宿泊
施設を利用することなどにより，地域経済の活性化に寄与している。

[4,774]

225 1,073



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

令和　 ９ 　年度 終期到来時に再検討 令和　 ９ 　年度

現行のまま補助を継続

合宿誘致は，市の施策の一つとして位置付けられて
おり，本市スポーツの振興を図るうえで補助する必
要があることから，現行のまま補助を継続した。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他

終期設定 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

スポーツ合宿誘致補助金

　実績報告により，市内団体との交流を確認するほか，団体数，宿泊人数（延べ人数）により，
効果を測定する。

　合宿誘致補助実績
　　平成３１年度　２３団体（延べ１，６２５人）１，６３２，０００円
　　令和　２年度　　９団体（延べ　　６６６人）　　６５２，０００円
　　令和　３年度　１２団体（延べ　　９２４人）　　７７７，０００円
　　令和　４年度　　５団体（延べ　　２７８人）　　２２４，５００円
　　令和　５年度　　９団体（延べ１，３６７人）１，３０７，０００円
    令和　６年度　１８団体（延べ１，２８３人）１，６６０，０００円※１０月１日時点

新型コロナウイルス等の影響により実績人数が少数で
あったが，徐々にコロナ禍前の取得人数に戻りつつあ
ると考えられるため。


